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北九州市告示第１８号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。 
  令和８年２月２日 

北九州市長 武 内 和 久  
１ 医科（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日  

合馬脳神経内科クリニ

ック 
北九州市小倉北区下富野一丁目１

０番１６号 
令和８年２

月１日  
 
２ 訪問看護（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日  

訪問看護デージー 北九州市小倉南区湯川五丁目５番

７号ル・ヴァンヴェールあべ山２

０２号 

令和８年２

月１日  

若戸病院訪問看護ステ

ーションひびきの 
北九州市若松区小敷ひびきの一丁

目１０番１号 
令和８年２

月１日  
訪問看護ステーション

なのはな 
北九州市小倉南区朽網西一丁目１

３番２２号 
令和８年２

月１日  
アンブレラ訪問看護ス

テーション 
北九州市門司区黒川西二丁目８番

５号 
令和８年２

月１日  
 
 

2



北九州市告示第１９号      

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２１条の

５の２４第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定を取り消した

ので、法第２１条の５の２５第１項第３号の規定により次のとおり告示する。 

令和８年２月２日      

北九州市長 武 内 和 久   

１ 指定事業者に関する事項 

（１） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

（２） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

２ 取消年月日 

令和８年１月３１日 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

たけのこさん 

北九州市小倉北

区堺町二丁目１

番１３号 

株式会社Ｃｏｃｏ 

代表取締役 竹岡 香菜 

北九州市門司区藤松一丁

目４番１－９０７号 

重症心身障

害児以外 

4057800338  

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

たけのこさん 

北九州市小倉北

区堺町二丁目１

番１３号 

株式会社Ｃｏｃｏ 

代表取締役 竹岡 香菜 

北九州市門司区藤松一丁

目４番１－９０７号 

重症心身障

害児以外 

4057800338  
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北九州市告示第２０号 

 次の表の第１欄に掲げる日から、同表の第２欄に掲げる職にある出納員に事

故が生じたので、北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第７

条の２第１項の規定により、当該事故のある期間、同表の第３欄に掲げる職に

ある者を出納員に充て、会計管理者をして、当該出納員に同表の第４欄に掲げ

る事務を委任させる。 

  令和８年２月２日 

北九州市長 武 内 和 久   

令和８年１月

１９日  

小倉南区 

総務企画課 

庶務係長 

小倉南区 

総務企画課 

戦略係長 

区会計管理者の命を受

けてつかさどる当該課

において取り扱う現金

、物品及び有価証券並

びに使用不能物品の出

納保管事務 
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北九州市告示第２１号  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。 

  令和８年２月２日 

北九州市長 武 内 和 久  

１ 薬局（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

千代丸薬局新道寺店 北九州市小倉南区大字新道寺１４

５番地の１０ 

令 和 ８ 年 ２

月１日 

メープル薬局緑ヶ丘店 北九州市小倉北区日明二丁目９番

２２号 

令 和 ８ 年 ２

月１日 

２ 訪問看護（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護デージー 北九州市小倉南区湯川五丁目５番

７―２０２号 

令 和 ８ 年 ２

月１日 

ラーラ訪問看護ステー

ション 

北九州市八幡西区石坂二丁目６番

９―２０１号 

令 和 ８ 年 ２

月１日 
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北九州市公告第８４号  
 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定

により、次のとおり公告する。  
  令和８年２月２日  

北九州市長 武 内 和 久  
１ 委託内容  
 （１） 業務名 子どもの安全確認等訪問対応業務  
 （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり  
 （３） 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで  
 （４） 納入場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号  
          北九州市子ども総合センター  
 （５） 入札方法  
  ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てたものとする。）をもって

落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記入すること。  
  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。  
  ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。  
  エ 入札執行回数は、２回を限度とする。  
  オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書

には代理人の記名押印が必要である。  
２ 競争入札参加資格  
  次の各号のいずれにも該当する者であること。  

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。  
（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。  
 （３） 北九州市から指名停止処分を受けている期間でないこと。  
３ 入札手続等  
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 （１） 契約条項を示す場所及び日時  
  ア 場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号  
       北九州市子ども家庭局子ども総合センター  
  イ 日時 この公告の日から令和８年２月２０日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで  
 （２） 入札説明書等の交付方法 前号ア及びイの場所及び日時において無

償で交付する。  
 （３） 入札説明会  
  ア 日時 令和８年２月２７日午後４時  
  イ 場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号  
       ウェルとばた５階 会議室  
 （４） 入札に参加するための要件等  
  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を

受けなければならない。  
  イ 入札参加申込みは、所定の様式を持参又は郵送することにより行わな

ければならない。  
  ウ この一般競争入札に参加を希望する者は、前号の入札説明会に参加し

なければならない。  
 （５） 入札参加申込書を提出する場所及び期間  
  ア 場所 第１号アの場所と同じ  
  イ 期間  
   （ア） 持参の場合  
     この公告の日から令和８年２月２０日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで  
   （イ） 郵送の場合  
     書留郵便で令和８年２月２０日午後５時までに必着のこと。  

（６） 競争入札参加資格確認結果の通知 令和８年２月２５日までに通知

する。  
４ 入札及び開札の日時及び場所  
 （１） 日時 令和８年３月６日午後３時  
 （２） 場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号  
        ウェルとばた５階 会議室  
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５ その他  
 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨  
  ア 言語 日本語  
  イ 通貨 日本国通貨  
 （２） 入札保証金及び契約保証金  
  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。  
  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。  
 （３） 入札の無効  
   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。  
  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札  
  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札  
  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札  
 （４） 落札者の決定方法  
   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。また、所定の回

数で落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８

号の規定により随意契約に移行する。  
 （５） 契約書作成の要否 要  
 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等  
   北九州市子ども家庭局子ども総合センター  
   〒８０４－００６７ 北九州市戸畑区汐井町１番６号  
   電話 ０９３－８８１－６７６７  
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北九州市上下水道局告示第３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項及び第２５

２条の１６の２第１項の規定により、北九州市は、芦屋町の公共下水道事業に

係る事務を受託し、及び代替執行する。当該事務の委託及び代替執行に関する

規約は、次のとおりである。 

  令和８年２月２日 

               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

   芦屋町の公共下水道事業に係る事務の委託及び代替執行に関する 

   規約 

 （趣旨） 

第１条 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１ 

 ４第１項及び第２５２条の１６の２第１項の規定に基づき、芦屋町の汚水処

理に関する公共下水道事業に係る事務の委託及び代替執行について、必要な

事項を定めるものとする。 

 （委託事務の範囲） 

第２条 北九州市は、芦屋町の汚水処理に関する公共下水道事業に係る事務の

うち事業管理に関する事務（以下「委託事務」という。）を管理し、及び執

行する。 

 （代替執行事務の範囲） 

第３条 北九州市は、芦屋町の汚水処理に関する公共下水道事業に係る事務の

うち次に掲げる事務（以下「代替執行事務」という。）を、芦屋町長（以下

「町長」という。）の名において管理し、及び執行する。 

 （１） 公共下水道の修繕及び維持の事実行為に関する事務 

 （２） 公共下水道の設置及び改築の事実行為に関する事務 

 （３） その他の管理の事実行為に関する事務 

 （管理及び執行の方法） 

第４条 委託事務及び代替執行事務の管理及び執行については、別に定めるも

のを除き、北九州市の条例及び規則 (以下「条例等」という。）の定めると

ころによるものとする。 

 （経費の負担） 

第５条 委託事務及び代替執行事務の管理及び執行に要する経費は、芦屋町の

負担とし、芦屋町は、あらかじめ北九州市に交付するものとする。 

２ 委託事務及び代替執行事務の管理及び執行に要する経費は、北九州市の事

務費を含めるものとする。 

３ 第１項に規定する経費の額及び交付の時期は、町長と北九州市上下水道局
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長（以下「局長」という。）が協議して定める。 

 （収入及び支出の経理） 

第６条 局長は、委託事務及び代替執行事務の管理及び執行に係る収入及び支

出について経理を明確にしておくものとする。 

 （収入及び支出の精算） 

第７条 局長は、毎年度終了後、速やかに委託事務及び代替執行事務に係る収

入及び支出の精算を行い、その明細を町長に通知する。 

 （相互の協力及び連絡会議） 

第８条 委託事務及び代替執行事務の管理及び執行について北九州市及び芦屋

町は、相互に協力するものとする。 

２ 委託事務及び代替執行事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、

北九州市又は芦屋町の申出により連絡会議を開くことができる。 

 （条例等の制定改廃の場合の措置） 

第９条 北九州市は、委託事務及び代替執行事務の管理及び執行について適用

される北九州市の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合は、あらかじ

め芦屋町に通知しなければならない。 

 （委託事務及び代替執行事務の管理及び執行の細目） 

第１０条 前各条に定めるもののほか、委託事務及び代替執行事務の管理及び

執行に関し必要な事項は、町長及び局長が協議して定める。 

   附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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北九州市上下水道局告示第４号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和８年２月２日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   

指定番号 
工事店の 

名 称 
代表者 所在地 指定年月日 

Ｎ１８９ 株式会社金村組 金村保勝 

八幡西区下上

津役元町７番

１ 

令和８年２月

２日 

Ｆ２５７ 刀根住宅設備 刀根大輔 

遠賀郡芦屋町

大字山鹿１５

２１番地１１ 

令和８年２月

２日 

Ｆ２５８ 
有限会社ゴトウ

設備 
後藤常夫 

大阪府河内長

野市清水３１

６－１ 

令和８年２月

２日 
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北九州市上下水道局公告第９号  

一般競争入札により、物品等供給契約を締結するので、地方自治法施行令（ 

昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約 

規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という 

。）において準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。 

以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。  

令和８年２月２日  
               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝  
１ 調達内容  
 （１） 物品供給契約の名称及び数量  

空港北町ポンプ場他４ポンプ場（低圧）電力供給 一式  
 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり  
 （３） 履行期間 令和８年４月の検針日から令和９年４月の検針日の前日

まで 

 （４） 履行場所 北九州市小倉南区空港北町２番２号 

空港北町ポンプ場 

北九州市門司区大字今津３０番地の５ 

          今津ポンプ場 

          北九州市小倉南区葛原東四丁目７番 

          新手川ポンプ場 

北九州市小倉南区下曽根二丁目２番１号  
          竹馬川第３ポンプ場 

          北九州市若松区響町一丁目１０１番１６ 

          響町ポンプ場 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

   なお、入札価格の算定について、燃料費調整額、離島ユニバーサルサー

ビス調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、考慮しないことと

する。  
２ 競争入札参加資格  
  次の各号のいずれにも該当する者であること。  
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 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。  
 （２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。  
 （３） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により

小売電気事業者としての登録を受けている者又は同法第２条の３の規定に

より小売電気事業登録の申請を行っている者であること。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。  
３ 競争入札参加資格審査の申請  
  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年

２月９日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等  
 （１） 契約条項を示す場所及び期間  
  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号  
       北九州市上下水道局下水道部施設課  
  イ 期間 この公告の日から令和８年２月２６日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後４時３０分まで  
 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 北九州市上下水道局ホームペー

ジ入札・契約情報（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/menu02_0 

001.html）において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。  
 （４） 競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争入札参加申出書の提出期限 第１号アの場所に 

書留郵便により、令和８年２月９日午後５時までに必着のこと。 

  イ 持参による場合の競争入札参加申出書の提出期限 第１号アの場所に

この公告の日から令和８年２月９日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３

０分までに提出のこと。  
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 （５） 入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便により、令和８年２

月２５日午後５時までに必着のこと。  
 （６） 入札及び開札の場所及び日時  
  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号  
       小倉北区役所庁舎西棟６階施設課 

  イ 日時 令和８年２月２６日午後１時３０分  
５ その他  
 （１） 入札保証金及び契約保証金  
  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免

除する。  
  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。  
 （２） 入札の無効  
   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。  
  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札  
  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札  
  ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号いずれかに該当する

入札  
 （３） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。  
 （４） 契約書作成の要否 要 

（５） 契約書の作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。  
 （６） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる

ものとする。  
 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等  
   北九州市上下水道局下水道部施設課  
   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号  
   電話 ０９３－５８２－２４８５  
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北九州市上下水道局公告第１０号  
一般競争入札により、物品等供給契約を締結するので、地方自治法施行令（ 

昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約 

規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という 

。）において準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。 

以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年２月２日  
               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝  
１ 調達内容  
 （１） 物品等の名称及び数量  
   芦屋町浄化センター他２箇所電力供給 一式  
 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり  
 （３） 履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで  
 （４） 履行場所 芦屋町大字芦屋１４５５番地２７０ 

          芦屋町浄化センター 

芦屋町中ノ浜３７９０番地  
          中ノ浜ポンプ場 

芦屋町大字山鹿９３－２番地  
          汐入ポンプ場 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

   なお、入札価格の算定について、燃料費調整額、離島ユニバーサルサー

ビス調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、考慮しないことと

する。  
２ 競争入札参加資格  
  次の各号のいずれにも該当する者であること。  
 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。  
 （２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等
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に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。  
 （３） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により

小売電気事業者としての登録を受けている者又は同法第２条の３の規定に

より小売電気事業登録の申請を行っている者であること。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。  
３ 競争入札参加資格審査の申請  
  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年 

２月９日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等  
 （１） 契約条項を示す場所及び期間  
  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号  
       北九州市上下水道局下水道部施設課  
  イ 期間 この公告の日から令和８年２月２６日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１

１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで  
 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 北九州市上下水道局ホームペー

ジ入札・契約情報（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/menu02_0 

001.html）において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。  
 （４） 競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所に 

書留郵便により、令和８年２月９日午後５時までに必着のこと。 

  イ 持参による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所に 

この公告の日から令和８年２月９日まで（日曜日等を除く。）の毎日午

前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで

に提出のこと。  
 （５） 入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便により、令和８年２

月２５日午後５時までに必着のこと。  
 （６） 入札及び開札の場所及び日時  
  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号  
       小倉北区役所庁舎西棟６階施設課 
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  イ 日時 令和８年２月２６日午後２時  
５ その他  
 （１） 入札保証金及び契約保証金  
  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契

約規程」という。）において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は、免除する。  
  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。  
 （２） 入札の無効  
   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。  
  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札  
  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札  
  ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号いずれかに該当する

入札  
 （３） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。  
 （４） 契約書作成の要否 要 

（５） 契約書の作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

 （６） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる

ものとする。  
 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等  
   北九州市上下水道局下水道部施設課  
   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号  
   電話 ０９３－５８２－２４８５  

17


